
 

 
 

本日、名古屋地裁で蒲郡駅事件の第８回公判が開催され、加藤誠二さんが

最終陳述で堂々と無罪を主張しました。判決は、４月２１日１５時３０分に

言い渡されます。 
 第８回公判では、被告側弁護士から検察側の「懲役刑１０ヶ月」の根拠を

完全に論破した弁論が行われ、加藤さん本人から無罪を訴える最終陳述が行

われました。 
  言うまでもなく、蒲郡駅事件は組合つぶしのためのデッチ上げであり加藤

さんは無罪です。 
なぜなら第一に、監視カメラに写っている画像解析からすると加藤さんは、

１分１１秒の間に助役専用書庫から「会社資料」を盗んだことになります。

しかし、「会社資料」それ自体の存在を知らない加藤さんにとって、大量の資

料の中からピンポイントで選び出すことは、物理的に不可能なのです。 
 第二に、加藤さんは一昨年の７月１３日の強制家宅捜索の際に指紋採取を

されていますが検察側は、コピーされたとする「会社資料」の指紋を調べて

いるにもかかわらず、裁判所に証拠として提出していません。 
こうした客観的事実からしても加藤さんの無罪は明らかです。 
  

公正・公平な審理を求める署名を提出！ 
個人署名７万２千９９７筆、団体署名１千４８９団体 
 

  本日、公判終了後に全国の皆さんから協力をいただいた、「蒲郡駅事件の公

正・公平な審理を求める署名」を名古屋地裁に提出しました。 
 署名していただいた一人ひとりの怒りを結集し、加藤さんの完全無罪・早

期職場復帰に向けた闘いをさらに強化しようではありませんか！ 
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